
令
和
六
年
国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交
通
省
関
係
自
動
車
運

転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推

進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
・
国
土
交

通
省
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
第
一
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
随
伴
用
自
動
車
の
台

数
が
一
台
以
下
で
あ
る
場
合

二
　
当
該
自
動
車
運
転
代
行
業
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め

の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成

基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令

和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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